
役場庁舎解体、道路新設、アイヌセンター機能を包含した文化交流施設整備【代替案】の事業費及び財源内訳
(単位:千円)

国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源
ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ強化型ZEB実証事業 緊急防災・減災対策事業 庁舎建設基金

500,000 207,000 431,500
ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ建築物等先導事業 一般単独事業

500,000 431,500
庁舎建設基金

100,000 0
公共施設等適正管理推進事業

0 0 65,200 7,300
都市構造再編集中支援事業 過疎対策事業

695,900 695,900 200
文化交流施設 2,000 1,391,800 ｱｲﾇ政策推進交付金

アイヌセンター機能 360 250,200 200,000 50,000

100,000
公共施設等適正管理推進事業

0 0 67,500 0 7,500
公共施設等適正管理推進事業

0 0 6,400 0 800
公共施設等適正管理推進事業

0 0 28,300 0 3,200
都市構造再編集中支援事業 過疎対策事業

135,000 0 135,000 0 0
公共施設等適正管理推進事業

0 13,000 0 1,500
緊急防災・減災対策事業 構成町分担金

0 0 1,105,000 153,300 41,700
構成町分担金

0 0 6,700 43,300
都市構造再編集中支援事業 過疎対策事業

337,300 0 407,700 0 0
2,368,200 0 3,162,500 691,500 255,500

1,785,420 25,000
⇒普通交付税対象経費 都市構造再編集中支援事業 1,377,080 230,500

⇒特別交付税対象経費 1,168,200
2,139,080

 【再掲】 整備費(建設・整備、改修) 6,027,000
備品 200,000
解体費 250,700 1,139,080
合計 6,477,700
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交付税措置(70%)
地方債実負担額

特別交付税措置

町の実負担額(一般財源+地方債+基金)

【庁舎建設基金1,000,000千円を充当した場合】
町の実負担額(一般財源+地方債)

一般財源実負担額



都市構造再編集中支援事業
○ 「立地適正化計画」に基づき、地方公共団体等が行う都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘

導・整備、防災力強化、災害からの復興、居住の誘導の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で
強靱な都市構造へ再編を図ることを目的とする事業。

施行地区

【基幹事業】
道路、公園、河川、下水道
地域生活基盤施設（緑地、広場、地域防災施設、再生可能エネルギー施設等）
高質空間形成施設（歩行支援施設等）
高次都市施設（地域交流センター、観光交流センター、テレワーク拠点施設等）
都市機能誘導区域内の誘導施設  （医療、社会福祉、教育文化施設等）
エリア価値向上整備事業 等

【提案事業】
事業活用調査、まちづくり活動推進事業（社会実験等）、
地域創造支援事業（提案に基づく事業）

事業主体：地方公共団体 等
国費率 ：１／２（都市機能誘導区域内）

対象事業

【居住誘導促進事業】
住居移転支援、
元地の適正管理 等

○立地適正化計画の「都市機能誘導区域」及び「居住誘導区域」

市町村が立地適正化計画を作成・公表

市町村が都市再生整備計画を作成・公表

まちづくりの方針、都市機能誘導区域・居住誘導区域等を設定

まちづくりに必要な事業を都市再生整備計画に位置づけ

都市構造再編集中支援事業による支援

公共公益施設の整備
（歩行空間等）

誘導施設の整備（学校・病院等）

移転を希望する者の移転支援
（移転元地の住宅除却等）

防災力強化の取組
（避難所の改修等）

居住誘導区域

駅

都市機能誘導区域

誘導施設の整備
（学校・病院等）

防災力強化の取組
（避難所の改修等）

エリア価値向上に資する取組
（既存ストックを活用した社会実験等）

エリア価値向上に資する取組
（既存ストックを活用した社会実験等）

公共公益施設の整備
（歩行空間等）

移転を希望する者の移転支援
（移転元地の住宅除却等）

脱炭素に資する取組
（再生可能エネルギー施設等整備）

脱炭素に資する取組
（再生可能ｴﾈﾙｷ゙ ｰ施設等整備）

○都市再生整備計画※に基づき実施される次の事業等のうち立地適正化計画
の目標に適合するものをパッケージで支援。

※都市再生整備計画︓市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画
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